
離職退去者の利用可能な住戸一覧（27年3月31日現在）

都道府県名 事業主体名 住宅（団地）名 所在地 区分 入居可能戸数 間取り 使用料（家賃） 入居要件 その他（使用期限等）

恵那市 丸池住宅 岐阜県恵那市大井町2714-104 1 1 2DK 8600

次の要件をすべて備えている方
（１）申込日時点の雇用状況が次のア、イのいずれ
かに該当する方
　ア．既に失業状態にある方。ただし、離職時期は
平成２０年１０月１日以降。
　イ．申込日から１ヶ月以内に「解雇」、「雇用契約
期間満了による雇い止め」により離職することが決
定している在職者
（２）離職理由が次のア、イのいずれかに該当する
方
　ア．解雇
　イ．雇用契約期間満了による雇い止め
（３）恵那市在住者又は、恵那市内の事業主体・職
場を、解雇又は雇い止めになる者。
（４）喪失する住居が次のア、イのいずれかに該当
する方
　ア．事業主が管理し労働者に対して貸与する社
宅・社員寮
　イ．職場に付帯した住込み先
（５）雇用の意欲が認められ、就職に向けた就職活
動を行うこと。
（６）入居しようとする家族全員が暴力団員でないこ
と。

原則6ヶ月
（場合によっては更新できます。ただし最長１年までで
す。）

問い合わせ先：
恵那市建設部都市住宅課０５７３－２６－２１１１（２３
１）

霞住宅 可児市兼山1256番地1 1 2 2ＤＫ 不用

　平成20年10月1日以降に離職し、入居が必
要と判断された者

　原則1ヶ月程度の短期
（場合によっては更新可能）
問い合わせ先：可児市役所　建築指導課
　　　　　　　　　　0574-62-1111

下切住宅Ｂ棟 可児市下切1761番地26 1 1 3ＤＫ 不用

　平成20年10月1日以降に離職し、入居が必
要と判断された者

　原則1ヶ月程度の短期
（場合によっては更新可能）
問い合わせ先：可児市役所　建築指導課
　　　　　　　　　　0574-62-1111

初納住宅Ａ棟
（新規）

郡上市八幡町初納９番地３ 1 1 ３Ｋ 10,800～29,000

次に掲げるすべての要件に該当する離職退去者
　（１）平成２０年１１月１日以降に雇用先からの解
雇等に伴い、現に居住して いる住居から退去を余
儀なくされる者、またはその同居親族に該当するこ
とが客観的に証明される者であること。
　（２）失業等給付を受給していない方
　（３）本人及び同居親族が暴力団員でないこと。

初納住宅Ｃ棟
（随時）

郡上市八幡町初納１４番地３ 1 1 ３Ｋ 11,100～31,600

次に掲げるすべての要件に該当する離職退去者
　（１）平成２０年１１月１日以降に雇用先からの解
雇等に伴い、現に居住して いる住居から退去を余
儀なくされる者、またはその同居親族に該当するこ
とが客観的に証明される者であること。
　（２）失業等給付を受給していない方
　（３）本人及び同居親族が暴力団員でないこと。

新中坪住宅
（新規）

郡上市八幡町99番地１ 1 1 ３DK 14,600～45,300

次に掲げるすべての要件に該当する離職退去者
　（１）平成２０年１１月１日以降に雇用先からの解
雇等に伴い、現に居住して いる住居から退去を余
儀なくされる者、またはその同居親族に該当するこ
とが客観的に証明される者であること。
　（２）失業等給付を受給していない方
　（３）本人及び同居親族が暴力団員でないこと。

吉田住宅
（随時）

郡上市八幡町初納１４００番地 1 1 3ＤＫ 16,500～49,600

次に掲げるすべての要件に該当する離職退去者
　（１）平成２０年１１月１日以降に雇用先からの解
雇等に伴い、現に居住して いる住居から退去を余
儀なくされる者、またはその同居親族に該当するこ
とが客観的に証明される者であること。
　（２）失業等給付を受給していない方
　（３）本人及び同居親族が暴力団員でないこと。

剣団地
(新規)

郡上市大和町剣629番地2 1 1 ３K 11,900～33,800

次に掲げるすべての要件に該当する離職退去者
　（１）平成２０年１１月１日以降に雇用先からの解
雇等に伴い、現に居住して いる住居から退去を余
儀なくされる者、またはその同居親族に該当するこ
とが客観的に証明される者であること。
　（２）失業等給付を受給していない方
　（３）本人及び同居親族が暴力団員でないこと。

つつじヶ丘住宅
（新規・随時）

郡上市白鳥町為真１０６０番地１ 1 2 ３ＤＫ 17,700～50,600

次に掲げるすべての要件に該当する離職退去者
　（１）平成２０年１１月１日以降に雇用先からの解
雇等に伴い、現に居住して いる住居から退去を余
儀なくされる者、またはその同居親族に該当するこ
とが客観的に証明される者であること。
　（２）失業等給付を受給していない方
　（３）本人及び同居親族が暴力団員でないこと。

岐阜県住宅供
給公社

別府住宅 瑞穂市別府３３０－１ 4 8 ３DK 25,600

１）平成20年11月1日時点で申込者又は同居者が、
岐阜県内に在住又は在勤している方。
２）同居中の親族があり、申込み本人が世帯主で
あること。
３）派遣契約の停止等に伴い、社宅等からの退去
を余儀なくされ、住居を喪失した休職者（喪失見込
みの者も含む。）の方で、原則として平成20年11月
1日以降に離職した、又は離職が確定した方。
４）積極的な求職活動を行い、再就職を目指してい
る方。（ﾊﾛｰﾜｰｸｶｰﾄﾞ取得者）
※申込者や同居家族が暴力団員の場合は入居不
可。

１）入居は原則６ヶ月間、最長１年以内（定期借家契
約）とし、再就職が決定するまでの間とする。
２）家賃以外に、共益費・駐車場料金が別途必要。
（問い合わせ先）058-277-1053

小計 19

　　(注) 「その他」の欄には問い合わせ先もご記入ください。

可児市

※左記の住宅は、平成２７年４月募集の住宅です。
　住宅名のあとに（随時）と記入あるものは、随時募集

です。
　住宅名のあとに（新規）と記入あるものは、新規募集

です。
　募集期間：平成２７年４月１日（水）～１０日（金）

　問い合わせ先：郡上市役所建設部都市住宅課

郡上市

岐阜県
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定期募集等
都道府県名 事業主体名 住宅（団地）名 所在地 区分 入居可能戸数 間取り 使用料（家賃） 入居要件 その他（使用期限等）

岐阜県 加野住宅 岐阜市加野３丁目２番 1 6 3Kなど 10,100～18,400

尾崎住宅 各務原市尾崎西町１丁目～３丁目 1 7 3Kなど 12,500～32,200

荒崎住宅
大垣市島町２３６番地１
大垣市島町２０８番地１

1 5 3Kなど 11,800～26,100

旭ヶ丘住宅 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地3 1 5 3Kなど 9,800～23,800

赤保木住宅 高山市赤保木１１８８番地 1 3 3Kなど 10,900～21,100

大洞団地 岐阜市大洞西５番ほか 1 若干 ３Ｋなど 6,500～14,200

大洞緑団地 岐阜市大洞桜台1丁目1番ほか 1 若干 ３ＤＫなど 7,800～20,100

高根団地 多治見市高根町３丁目１－１ 1 1 ３ＤＫ 21,500～42,200

旭ヶ丘第２団地 多治見市旭ヶ丘８丁目29－84 1 1 ３ＤＫ 18,200～35,700

阿木　ＵＩ 中津川市阿木161 5 1 ２ＬＤＫ 30,000

味噌野 ＵＩ 中津川市神坂294-1 5 1 ２ＬＤＫ 30,000

子野団地 中津川市中津川1010-6 1 1 ２ＤＫ 10,300～17,400

向田瀬団地Ａ 中津川市田瀬950-1 1 1 ３ＤＫ 13,900～32,000

高畑団地 中津川市付知町10789-6 1 1 ３ＬＤＫ 17,200～39,700

鳥屋脇団地 中津川市付知町11097-5 1 1 ３ＬＤＫ 14,100～32,400

鳩吹団地 中津川市蛭川3544-12 1 1 ２ＤＫ 11,000～19,600

須母田団地 中津川市加子母4285-3 1 1 ２ＬＤＫ 21,900～50,500

深笹団地 中津川市下野374-1 1 1 ２ＤＫ 4,200～8,000

高部団地 中津川市坂下2841-6 1 1 ３ＤＫ 10,300～17,800

和合団地 中津川市坂下226-1 3 1 ３ＬＤＫ 40,000～49,000

・市税を滞納していないこと
・同居する親族（婚約者含む）がいること。た
だし単身用はこの限りではない。
・住宅に困窮していること
・所得基準額を超えていること
・暴力団の構成員でないこと

宮脇団地 中津川市田瀬1144-1 5 1 ３ＬＤＫ 17,300～39,700

・同居する配偶者または婚約者がいること
・入居者及び他の同居者の年齢が35歳以下
であること
・市税を滞納していないこと
・暴力団の構成員でないこと

比丘尼団地 中津川市馬籠5312-1 5 1 １ＬＤＫ 17,000

　
・同居する配偶者または婚約者がいること
・市税を滞納していないこと
・暴力団の構成員でないこと

旭ヶ丘住宅 岐阜県各務原市蘇原旭町3-42-1 2 0 ２ｋ 13000

雄飛ヶ丘第1住宅 岐阜県各務原市那加雄飛ヶ丘24 2 0 ２ｋ 13500

雄飛ヶ丘第2住宅 岐阜県各務原市那加雄飛ヶ丘28-1 2
0
0

２DK
３DK

18000
21500

次の要件をすべて備えている方
（１）市内に住所または勤務場所がある方
（２）申込日時点の雇用状況が次のア、イのいずれ
かに該当する方
　ア．既に失業状態にある方。ただし、離職時期は
平成２０年１０月１日以降。
　イ．申込日から１ヶ月以内に「解雇」、「雇用契約
期間満了による雇い止め」により離職することが決
定している在職者
（３）離職理由が次のア、イのいずれかに該当する
方
　ア．解雇
　イ．雇用契約期間満了による雇い止め
（４）喪失する住居が次のア、イのいずれかに該当
する方
　ア．事業主が管理し労働者に対して貸与

※左記の住宅は、随時募集の住宅です。
したがって空き戸数については、変動がありま
す。
また、申込後は修繕等で凡そ2ヵ月後に入居可
能となります
　　問い合わせ先：
　　　岐阜県住宅供給公社岐阜事務所
　　　058-265-4141（内線2852～2855）

・都道府県税を滞納していないこと
・家族で住むこと
・住宅に困窮していること
・所得基準額を超えていないこと
・暴力団の構成員でないこと

・所有する住宅がないこと
・計算後の月収額が１５８，０００円以下
・同居親族があること
・住民税の滞納がないこと
・暴力団員ではないこと

・加野住宅６戸の募集のうち１戸は高齢者用
・問い合わせ先
岐阜県住宅供給公社 (0584)81-8503

岐阜県

岐阜市

中津川市

・市税を滞納していないこと
・同居する配偶者または婚約者がいること
・入居者及び他の同居者の年齢が35歳以下
であること
・暴力団の構成員でないこと
・5年以内にこの住宅のある地区への定住を
希望すること

左記の住宅は４月募集の住宅です。
募集期間　Ｈ27.4.6～Ｈ27.4.17

問合せ先　中津川市役所基盤整備部建築住宅
課
電話　0573-66-1111（内線236）

原則６ヶ月
（最長１年以内で、再就職が決定するまでの間です。）

各務原市

多治見市

・市内に住所がある、または市内で勤務
していること
・市税を滞納していないこと
・原則として同居する親族がいること
・入居者の中に障がい者等がいること
・住宅に困窮していること
・所得基準額を超えていないこと
・暴力団の構成員でないこと

左記の住宅はH27.4.2公募開始の随時募集
の住宅です。
募集期間：平成27年4月2日（木）～4月9日
（木）

問合せ先　多治見市建設部建築住宅課
電話　0572-22-1111(内線1376）

・市内に住所がある、または市内で勤務して
いること
・市税を滞納していないこと
・同居する親族がいること
・住宅に困窮していること
・所得基準額を超えていないこと
・暴力団の構成員でないこと
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 林団地(世帯用) 飛騨市宮川町林139番地の2 1 1 3DK 21,000～31,300

・所有する住宅がないこと
・同居親族がいること(60歳以上、障碍者等の方は
単身可能)
・計算後の月収額が158,000円以下、ただし裁量階
層については214,000円以下
・市区町村税等の滞納なし
・暴力団員ではないこと

嶋団地
（世帯用）

飛騨市河合町角川521 3 1 3LDK 25,000～42,500

・所有する住宅がないこと
・計算後の月収額が158,000円～487,000円の間
・市区町村税等の滞納なし
・暴力団員ではないこと

 サンアルプ旭Ｃ棟（世帯用） 飛騨市神岡町殿1081-17 1 1 2DK 14,700～21,800

・所有する住宅がないこと
・同居親族がいること(60歳以上、障碍者等の方は
単身可能)
・計算後の月収額が158,000円以下、ただし裁量階
層については214,000円以下
・市区町村税等の滞納なし
・暴力団員ではないこと

昭和町団地
(単身用)

飛騨市神岡町殿825番地2 5 1 1DK 21,100～40,400

・所有する住宅がないこと
・計算後の月収額が158,000円～487,000円の間
・市区町村税等の滞納なし
・暴力団員ではないこと

山之村団地 飛騨市神岡町森茂55 1 1 2DK 17,800～26,500

・所有する住宅がないこと
・計算後の月収額が158,000円以下、ただし裁量階
層については214,000円以下
・市区町村税等の滞納なし
・暴力団員ではないこと

森茂住宅 飛騨市神岡町森茂164-2 5 3 1K 7,000～18,600

・所有する住宅がないこと
・市区町村税等の滞納なし
・暴力団員ではないこと

初納住宅Ａ棟
（新規）

郡上市八幡町初納９番地３ 1 1 ３Ｋ 10,800～29,000

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以下
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

初納住宅Ｃ棟
（随時）

郡上市八幡町初納１４番地３ 1 1 ３Ｋ 11,100～31,600

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以下
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

新中坪住宅
(新規)

郡上市八幡町中坪99番地1 1 1 ３DK 14,600～45,300

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以下
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

吉田住宅
（随時）

郡上市八幡町初納１４００番地 1 1 3ＤＫ 16,500～49,600

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以下
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

剣団地
(新規)

郡上市大和町剣629番地2 1 1 ３K 11,900～33,800

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以下
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

つつじヶ丘住宅
（新規・随時）

郡上市白鳥町為真１０６０番地１ 1 2 ３ＤＫ 17,700～50,600

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以下
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

白鳥住宅
（新規・随時）

郡上市白鳥町白鳥528番地3 5 3 ３ＤＫ 13,800～45,100

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が２１４，０００円以下
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

円山住宅
（随時）

郡上市美並町山田１２０１番地１ 3 2 ２ＬＤＫ 39,100～60,100

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以上
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

円山住宅
（随時）

郡上市美並町山田１２０１番地２ 3 2 ３ＬＤＫ 45,600～69,000

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以上
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

横野団地
（新規・随時）

郡上市和良町横野１１２７番地 3 5 ４ＤＫ 41,000～72,200

・住宅に困窮していること
・計算後の所得額が１５８，０００円以上
・同居親族があること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
※詳しい要件については、要相談

飛騨市

※左記の住宅は、平成２7年１月募集予定
の住宅です。

問い合わせ先
飛騨市役所基盤整備部都市整備課
Tel　0577-73-0153

※左記の住宅は、平成２７年４月募集の住宅です。
　住宅名のあとに（随時）と記入あるものは、随時募集

です。
　住宅名のあとに（新規）と記入あるものは、新規募集

です。
　募集期間：平成２７年４月１日（水）～１０日（金）

　問い合わせ先：郡上市役所建設部都市住宅課

郡上市
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上村団地
（随時）

下呂市萩原町上村１６６９番地 1 1 ３Ｋ 17,400～34,100

・住宅に困窮していること
・計算後の所得月額が158,000円以下
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと

坂下団地 下呂市小坂町坂下３４５番地２ 1 1 ３Ｋ 12,400～24,500

・住宅に困窮していること
・計算後の所得月額が158,000円以下
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと

宮田団地
（随時6）

下呂市萩原町宮田７０４番地５ 5 7 ３ＤＫ 38,000

・住宅に困窮していること
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと
・子育て世帯、若年世帯及び公営住宅の収入超過
世帯であること

無数原団地 下呂市小坂町無数原５８番地３ 3 1 １ＤＫ 18,000～25,000

・住宅に困窮していること
・計算後の所得月額が214,000円以上487,000円以
下
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと

池田団地
（随時）

下呂市金山町菅田桐洞３７４７番地 3 1 ３ＤＫ 34,000～48,000

・住宅に困窮していること
・計算後の所得月額が214,000円以上487,000円以
下
・市区町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと

山県市 サンセイス美山 山県市岩佐６３６番地 3 1 3LDK 45,000～88,300

・同居親族があること
・現に住宅に困窮していること
・月額所得が所得基準内であること
・市町村税の滞納なし
・暴力団員ではないこと

S47梅山住宅 美濃市梅山町1653-15 1 1 2DK 7,700～15,100

H5亀野住宅B棟 美濃市亀野町3987-9 1 1 3ＤＫ 15,300～31,500

H元年亀野住宅3号棟 美濃市亀野町3953 1 2 3ＤＫ 14,400～28,400

S62年亀野住宅2号棟 美濃市亀野町3963 1 1 3ＤＫ 12,800～25,200

特定公共賃貸住宅
亀野Ａ棟

美濃市亀野町3987-1 3 2 3ＤＫ 44,000

・住宅に困窮していること
・月額所得が158,001円から487,000円以下
・市税の滞納がないこと
・暴力団員ではないこと
・同居する親族があること

養老町 岩道団地 養老町岩道４５８ 3 1 ３ＤＫ 41,300～49,000

・現に住宅に困窮していること
・月額所得が158,000円以上487,000円以下である
こと
・同居又は同居しようとする親族があること
・町税の滞納がないこと
・暴力団員ではないこと

問い合わせ先
養老町　建設課　改良住宅対策室 0584-32-5079

中山住宅 岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原3072-5 1 3 2K 3,700～8,000

天満住宅 岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原2387-1 1 0 3K 8,900～25,900

上秋団地 大野町上秋４０８番地３ 1 1 ３DK
12,000～18,000

円

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額が158,000円
以下の方。（高齢者・障害者等では緩和条件有り）
・同居する親族があること。（条件により単身で入
居可。）
・町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこ
と。
・大野町内に在住または在勤であること。

中之元北団地 大野町中之元４０７番地 3 5 ３ＤＫ 52,000円

・昨年の1ヶ月の世帯全員の所得金額が158,000円
以上487,000円以下の方。
・同居しようとする親族があること。
・町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこ
と。

別府住宅 瑞穂市別府３３０－１ 4 34
３DK
４DK

51200
78800

メゾン東大垣 大垣市今宿５－７－１、５－２１ 4 19 ３DK 58,800

サニーハイツ花みずき 各務原市那加西市場町４－１６１－１ 4 10 ３LDK 55,000

愛宕賃貸住宅 岐阜市加納愛宕町１８－１ 4 6 ３DK 40,000

ソピア・フラッツ 大垣市今宿６－５２－１８ 3 14
１DK～３

LDK
53,000～85,000

単身者：５０才未満で同居する親族がいないこと。
県税を滞納していないこと。
暴力団の構成員でないこと。
月額所得200,000円以上601,000円以下の方。
但し５０才未満で所得の上昇が見込まれる方は
153,000円以上も可。

１）家賃以外に、共益費・駐車場料金が別途必要
（問い合わせ先）058-277-1053

ラシュールメゾン岐阜 岐阜市橋本町２－５２ 3 2 １LDK 95,000～111,000

１）自立した日常生活を営める、６０才以上で単身
又は同居者が配偶者若しくは６０才以上の親族
２）連帯保証人及び身元引受人を選定できる方

１）家賃以外に、共益費・支援管理費が別途必要
（問い合わせ先）058-277-1051

小計 182

　　(注) 「その他」の欄には問い合わせ先もご記入ください。
1：公営住宅
2：改良住宅
3：特公賃
4：公社
5：単独住宅等

岐阜県住宅供
給公社

大野町

詳細な内容は町広報誌に記載。（大野町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよ
り広報誌を閲覧できます）
大野町役場　建設課
０５８５－３４－１１１１

・住宅に困窮していること
・月額所得が158,000円以下（ただし裁量世帯は
214,000円以下）
・市税の滞納がないこと
・暴力団員ではないこと
・同居する親族があること（2DKの住戸のみ条件に
より単身で入居可）

１）一部の住戸を除き、家賃以外に、共益費・駐車場
料金が別途必要
【問い合わせ先】
美濃市役所都市整備課住宅・建築係
0575-33-1122（内233）

美濃市

１）申込者の平均月収が家賃の概ね４倍以上ある
方
２）単身の大学生の場合親が上記の１）の収入に
該当すること。
３）大学生の場合親が保証人になること。
４）暴力団構成員でないこと。
※別府、メゾン東大垣については子育て支援によ
る家賃減免あり
　減免額　別府１２，０００円　メゾン東大垣１５，００
０円
（対象者の資格）①結婚を目的とした入居者　②小
学生以下の子が２人以上いる世帯

１）家賃以外に、共益費・駐車場料金が別途必要
（問い合わせ先）058-277-1051

関ヶ原町

問い合わせ先
関ヶ原町役場　産業建設課　0584-43-1111

・所有する住宅がないこと。
・計算後の月収額が１５８，０００円以下であるこ
と。
・同居親族があること（60歳以上は単身入居可）。
・市町村民税の滞納がないこと。
・暴力団員ではないこと。

下呂市

Page 4


